
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入年齢 市内在住の生後６か月から 市内在住の２歳児から 

保育園名 

（℡） 

府相 

（68-2331） 

形原南 

（57-2809） 

三谷西 

（68-3319） 

塩津 

（68-3840） 

形原北 

（57-4301） 

東部 

（６８-５６５３） 

利用時間 

平日 終日利用   午前 8時 30分～午後 4時 30分 

半日（４Ｈ）利用   ① 午前 8時 30分～午後 0時 30分 

② 午後 0時 30分～午後 4時 30分 

利用料金 

（利用年度４月１日の年齢で算定します） 

４歳児以上      ７４０円/日 

３歳児         ９４０円/日          

３歳児未満    ２，１４０円/日  

半日利用は半額 
 

申込可能日数 就労、疾病、看護、災害等の事由：１ヶ月１５日まで   リフレッシュ：１ヶ月５日まで 

街の子育て案内人 子育てコンシェルジュ便り 
蒲郡市役所子育て支援課発行  ２０２６．３．  №５６ 

 

特集    令和８年４月～ 保育園一時預かりのご案内 
保護者の就労や疾病・リフレッシュ等によりお子さんの保育が困難な時、一時的に保育園でお子さんを預かるサービスです。 

一時預かり 2歳児からの実施園を東部保育園に変更します 

大塚保育園建て替え工事に伴い、新園舎完成まで大塚西保育園で大塚保育園と大塚西保育園の保育を実

施するため、大塚西保育園での一時預かりを令和 8年 4月から廃止します。 

新大塚保育園が完成したら、新大塚保育園で一時預かり保育を開始しますが、それまでの代替えとして 

東部保育園で 2歳児以上の一時預かりを実施します。 

 

 

 

 

 

令和８年４月の利用申込み 

東部保育園  ℡ ６８－５６５３ 

３月２日（月） 午前１０時～受付開始 

(受付時間  平日午前１０時～午後 5時) 
申込時には、お間違えの無いようご注意ください。 

 

 

 ・申し込み多数の場合は利用調整させていただきます。 

・各園での初回利用時は、『慣らし保育』のため 11時頃(給食なし)までの利用でお願いします。 

・利用できる方は、蒲郡市に住民票がある市内在住の生後６か月から就学前のお子さんです。 

・保育園、認定こども園(保育認定)に在園しているお子さんは利用できません。 

・里帰り出産時や蒲郡市内で在勤・在学している方など、蒲郡市に住民票がない人の利用はできません。 

・食物アレルギーをお持ちのお子さんについては、保育園での面談及び医師の診断による「生活管理指導

表」の提出をお願いします。 

・幼児教育・保育の無償化対象事業です。無償化になるためには、「保育を必要とする認定」等の手続きが

必要です。年齢・世帯の課税等の条件があります。 

詳しくは、子育てコンシェルジュ・子育て支援課・一時預かり実施保育園にお問い合わせください。 
 

※全年齢とも給食・おやつ代が別途必要です。 

(R７年度参考) 給食１８０円、おやつ１００円 
・保護者の負担軽減のため、３歳児以上の給食費については 

一日当たり主食費５０円、副食費一部１５円＝合計６５円が 

減額されます。そのため一日の給食費は１１５円となります。 

・給食・おやつ代金は、変更する可能性があります。 

お願い＆お知らせ  
 

令和８年３月利用まで    令和８年４月利用から 

大塚西保育園  →   東部保育園 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館  午前１０時３０分～１１時３０分 

  ３日（火）しおつ児童館 

 １２日（木）かたはら児童館 

 １８日（水）みや児童館 

中央子育て支援 センター 

５日（木）午前１０時～１１時３０分 

１８日（水）午前１０時～１１時３０分 

その他 その他 

蒲郡市公式

ホームページ子

育てコンシェル

ジュの部屋をご

覧いただけます 

↓ 

児童館の祝日開館については 

「広報がまごおり」にも掲載されます。 

児 童 館 

祝日臨時開館 

3月 20日（金・祝）「春分の日」 

 みや児童館  

４月 29日（水・祝）「昭和の日」 

 がまごおり児童館  

３月 

中央子育て支援センター 

７日（火）午前１０時～１１時３０分 

２７日（月）午前１０時～１１時３０分 

蒲郡市立図書館 

１０日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

街角コンシェルジュ （予約不要） 
 

蒲郡市子育てコンシェルジュ (来所・電話・出張・家庭訪問・同道) 相談日時 月～金 午前 8時 30分～午後４時３０分 

 留守にしていることがありますので、相談日時指定の場合は、電話予約をお願いします。 

こども家庭センター(うみのこ)（保健医療センター１F）  〒443-0036 浜町４      ☎ 56-2305 

西部子育て支援センター（形原北保育園内）   〒443-0102 金平町三本木１      ☎ 57-8066 

蒲郡市役所 子育て支援課(新館 ２F)      〒443-8601 旭町 17番 1号      ☎ 66-1107 

(家庭)稲吉        (西部)鈴木        (子育て支援課)白井 

 

 

 

４月 

子育てコンシェルジュの出張相談会です。 

気軽にお越しください。 

⑥利用料金を 
支払う 
 

①電話予約をする 
利用したい保育園に電話してくだ

さい。利用希望日の前月 1日(1日が

土・日の場合は月曜日)午前１０時か

ら予約可能です。(受付時間平日午前

１０時～午後 5時) 

利用したい日をあらかじめピックア

ップしておきましょう。前月の１０日ま

での予約をおススメします。予約して

なくて急に保育が必要になった場合

は保育園に相談してみてください。 
⑤お子さんを預ける 

「当日の児童の状況」用紙を記入し 

忘れずに持ってきてください。 

キャンセルする時はなるべく早めに 

保育園に連絡してください。 

③保育園で 
打合せをする 

どんな子か知りたいので、お子さんを連 

れてきてください。保育園から「必要な 

ものや提出する書類、利用する時のお願 

いなどの説明があります。保護者の方か 

らも「お子さんを預ける時に不安な点や 

保育園に知っておいて欲しいこと」など 

遠慮なくお話しいただけると嬉しいです。 

一時預かり『申し込みから支払い』の流れ 

④書類を提出する 
利用日の前日までに提出してください。 

⑥‐１ 自宅に 
納付書が届く 

利用した翌月の下旬頃に１か月分

の利用料金納付書が届きます。 

 

⑥‐2 金融機関の 
窓口で支払い 

コンビニでの支払いはできません。期限

までに必ずお支払いください。 

 

②利用日確定の 

連絡を待つ 
保育園が申し込み者の利用 

希望を調整し、前月１０日以降 

に一時預かりが利用できる日 

をお知らせします。 


